　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
喀痰吸引等制度Ｑ＆Ａ（研修関係～実地研修実施機関（医療療養病床の追加について））

Ｑ　　実地研修先について

「喀痰吸引等研修の課程のうち、実地研修の実施先については、法附則第8条も定める要件・省令
附則第11条に定める実地研修に係る要件を満たす必要があり、登録研修機関については、登録喀痰
吸引等事業者について病院及び診療所を対象外とする法第48条の5第1項第3号及び省令第26条
の3第3項に相当する規定はないが、実地研修は登録喀痰吸引事業者となる事業所、施設等で行う
ことが望ましく、医療機関において実地研修を実施する場合でも、対象者の状態が比較的安定して
いる介護療養病床や重症心身障害児施設等において研修を行うことが適当であること。」
とされているが、具体的にはどのような取扱いをすればよいのか。

Ａ　　　実地研修先については、
①　登録喀痰吸引事業者となる事業所、施設等で行うことが望ましいこと。
②　医療機関において実地研修を実施する場合でも、対象者の状態が比較的安定している介護療養
病床や重症心身障害児施設等において研修を行うことが適当であること。
とされていることから、当県としては、まず実地研修先の確保にあたっては、
→　A、登録喀痰吸引事業所となる事業所、施設等で行う。
→　B、医療機関において実地研修を実施する場合、介護療養病床、医療療養病床及び重症心身障害児施設とする。
　　　　　こととします。

　　　　※　従前、医療療養病床については「やむを得ない事情により実地研修先の確保が困難な状態に至った場合、県が認めた場合に限り医療療養病床における実地研修を認める。」こととしてきましたが、
　　　　　→　介護療養病床と医療療養病床では、入所者の実態に大きな相違がないこと。
　　　　　→　従前、「やむを得ない場合」に県が認めてきた医療療養病床における実地研修において事故発生に至るリスクが他の実施研修可能な施設・事業所と比較して高くないと分析されること。
　　　　　→　実地研修先の確保が困難な状況があり、受講が妨げられていること。
　　　　　を勘案し、実地研修実施機関として「医療療養病床」を追加したことを申し添えます。
　　　　　　なお、この取扱いについては神奈川県が決定したものであり、他の都道府県によりそれぞれ取扱いが異なることがあることを申し添えます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成27年7月3日　神奈川県保健福祉局福祉部介護保険課）　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　




喀痰吸引等制度Ｑ＆Ａ（研修関係）

Ｑ　２　実地研修責任者について
　　　
　実地研修責任者とは、実地研修先の医師もしくは指導看護師を指すのか。

Ａ　２　実地研修責任者は、必ずしも実地研修先の医師や指導看護師を指すものではありません。
　 登録研修機関においては、実地研修を事業所もしくは施設等に委託する場合、法附則第8条
及び省令附則第11条に定める実地研修に係る要件を満たす必要がありますが、特に「実地研
修責任者は医師又は指導看護師にしなければならない。」という基準はありません。
　　なお、実地研修先の選定に当っては、研修課程のうち実地研修について法や基準に定められ
た内容を遵守することが求められることから、当該内容を遵守するための責任者ということに
なります。
　　なお実施研修を委託する場合、実施機関に前述の内容を遵守することを前提に研修受講者の
受け入れについて書面による承諾を得る必要があり（国参考様式　別紙５「喀痰吸引等研修　
実地研修　実施機関承諾書」参照）、併せて県に実地研修機関及び実地研修責任者の変更につ
いて届け出る必要があります。
　
　　　　　　　　　（平成25年7月9日、厚生労働省社会援護局福祉基盤課に確認した事項）

Ｑ　３　研修に使用する医師指示書について

　　実地研修に使用する医師指示書については、まず指導看護師が研修受講者が行うことができ
る標準的な許容範囲であるかを始めとして、その内容を確認し、当該指示書の内容に基づく行
為の研修を実施し評価を行うことになるが、一方で実地研修の実施に当っては都度研修受講者
がまず「医師の指示等の確認を行う（たんの吸引の例：吸引圧、吸引時間・吸引の深さ等）こ
とになっている。
ついては、研修受講者ごとに実地研修に使用する医師指示書が必要か否か。

Ａ　３　　実地研修に使用する医師指示書については、原則として研修受講生ごとに必要となります。
　　　　これについては、その理由としてたとえ同じ事業所や施設において対象者及び対象となる行為
が同じであった場合でも研修の実施期間等が異なることも想定され、あくまで医師指示書は対
象者の様態を前提に置いたものであることから、そのような取扱いとしているものです。
なお、研修の実施時期も含め、複数の受講者に対し、同一の指示内容である場合は、当該医師
指示書については主治医の責任のもと、写しをとり、医師氏名欄に医師が自署及び捺印を行うな
ど、その取扱いについては各登録研修機関において責任の持てる範囲で柔軟に対応してください。

　　　　　　　　　　　　（平成25年7月9日、厚生労働省社会援護局福祉基盤課に確認した事項）

